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長崎労働局労働基準部監督課 

  監督課長   村岡 英夫 
 専門監督官   内山 昭宣 
電話０９５－８０１－００３０ 

 

 

 

建設現場年末一斉監督を実施 

  ①違反率は７月より１５％減少するも建築工事での重大違反が増加 

  ②改正足場規則は９４％の現場で認識あり 

  ③車両系建設機械による死亡災害多発に注意喚起 

 

 長崎労働局（局長：黒田正彦）は、①建設現場における年末年始及び年度末に

向けた労働災害の防止、②本年６月１日から施行された足場にかかる労働安全衛

生規則改正の早期定着等を目的として、１１月１６日から１２月１５日までの３

０日間、県下全ての労働基準監督署において建設現場の監督を１３８箇所実施し

ました。 

 
１ 監督実施結果 

 今年夏季（７月）に実施した建設業一斉監督結果と比べて、各工事種別とも

違反率は減少しており、全体として現場における安全管理水準の着実な前進が

うかがわれました。（夏季の違反率５８％から今回４３％に減少） 

 ただし、このうち建築工事をみると使用停止命令等の重大な違反は増えまし

た（夏季は４０現場中６現場、今回は４５現場中１０現場）。 

 また、全体としての違反の内容は、元請業者の直接措置義務違反等に加え、

車両系建設機械に係る違反、足場・通路を含めた墜落防止措置にかかるものが

目立っており、これらは建設業特有の請負形態や高所作業により発生する違反

です。 

２ 足場等の改正規則に関する措置状況 

 足場等に関する改正規則の内容（事業主に対し足場等からの墜落防止措置や

安全点検の充実を図らせるもの（資料パンフレット））について、足場を設置

していた６７現場のうち本件改正内容にかかる違反が１０現場（違反率１５％）

であり、夏季監督時の３４％を大きく下回りました。 

 ただし、当該違反の１０現場すべてにおいて、規則改正内容は認識されてい

ました。 

  足場等の規則改正について確認した１３３現場中、改正内容を知っていた

のは１２５現場（認知率９４％）で、認知率は夏季の９０％を上回り、全体と

しては改正内容の理解と定着が進んでいることが認められました。 

３ 災害発生状況と今後の取組み 

 長崎県内での建設業の死傷災害（死亡災害を含む休業４日以上の労働災害）  
は、平成２０年は対前年比２２％減の１９４件ですが、一方、死亡災害は９件

と、平成１９年の３件から大幅に増加しています（資料１）。  
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 本年は、死亡災害、死傷災害ともに昨年とほぼ同数で推移しており（資料２）、 
特に９月以降、車両系建設機械による死亡災害が多発しています（資料３）。

今後、公共工事の増加が見込まれる年末以降、労働災害の増加が危惧されるこ

の時期、死傷災害の発生を未然に防止することが強く求められています。  
 建設現場における労働災害は、作業の性質上重篤な災害や死亡災害につなが  
りやすいため、長崎労働局では今後とも改正内容の定着と建設現場における労

働災害の撲滅に向けて監督指導等を重点的に実施することとしています。  
 
（資料）リンクして表示  
  （資料パンフレット））  
  （資料１）  
  （資料２）  
  （資料３）  
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年末 建設業一斉監督実施結果 

 

１．監督実施事業場 

監督実施総数                 １３８現場 
       うち、法違反が認められたもの        ６０現場 

          （現場違反率  ４３％） 

           うち、使用停止命令等交付      １１現場 

       違反は認められないが改善指導をしたもの   ２３現場 

       措置無し                  ５５現場 

 

２．現場規模 

  ・  １人～ ９人   ９６現場  ７０％ 

  ・ １０人～４９人   ４０現場  ２９％ 

  ・ ５０人～       ２現場   １％      

 

３．工事請負金額 

  ・    １億未満   ９０現場  ６５％ 

  ・ １～１０億未満       ４３現場  ３１％ 
  ・   １０億以上    ５現場   ４％ 

 

４．工事種別 

  ・ 土木  ８４現場（６１％） うち違反２７現場（違反率 ３２％）  
    ・ 建築  ４５現場（３３％） うち違反２９現場（違反率 ６４％） 
                    うち使用停止命令等 １０現場 

  ・ その他  ９現場（ ７％） うち違反 ４現場（違反率 ４４％） 

                    うち使用停止命令等  １現場 

 

５．発注者 

  ・ 国        １０現場 

  ・ 長崎県      ５８現場 

  ・ 市町村      ３７現場  
  ・ 公社・公団その他  ３現場 

    ・ 民間       ３０現場 
 

６．違反の内容 

 ・元請事業者が下請事業場の管理を適正に行っていないもの    ２４現場 

 ・元請事業者が直接行うべき現場安全管理事項を行っていないもの     ９現場 
 ・作業主任者の選任に係る違反                  １現場 

 ・作業主任者の職務に係る違反                  ２現場 

 ・就業制限違反                         １現場 

 ・特別教育に係る違反                      １現場 
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 ・自主検査に係る違反                      ８現場 

 ・木工機械に係る違反                      ２現場 

 ・車両系建設機械の使用に係る違反               １１現場  
 ・電気機械器具にかかる違反                   ３現場 

 ・型わく支保工に係る違反                    ２現場  
 ・明かり掘削に係る違反                     １現場 

 ・墜落防止措置に係る違反                   １３現場  
 ・安全な通路・昇降設備に係る違反               １１現場 

 ・足場・作業構台（改正部分含む）               １０現場 

 ・クレーン取り扱いに係る違反                  ５現場  
 ・その他の違反                         ３現場  
 

 （違反内容毎の現場数を計上しており、合計数は違反現場総数の６０現場を上回る） 

 

７．足場等規則改正について 

 ・改正内容について確認した現場  １３３現場 

  うち、改正内容を知っていた現場 １２５現場   認知率 ９４％ 

 

 ・足場等設置していた現場     ６７現場 

  うち、改正部分に違反有り       １０現場  違反率 １５％ 
   公共工事 ５現場    

   公共工事のうち足場等改正内容を知っていたもの ５現場 認知率 100％ 
   民間工事 ５現場 

   民間工事のうち足場等改正内容を知っていたもの ５現場 認知率 100％ 
 

８．その他 

  ・ 元方事業者による建設現場安全管理指針の活用について確認したもの 

      １３２現場  うち、活用しているとするもの ５５現場 

        活用率  ４２％      
  ・ 建設業労働安全衛生マネジメントシステムの導入について確認したもの 

      １３２現場  うち、導入しているとするもの ３４現場 

        導入率  ２６％      
 


